本会議質問用　Ｈ２１．６．２４現在
１　しなの鉄道「篠ノ井～長野間」経営権について

１－１

　おはようございます。順次質問をいたします。

新幹線開通後の地域住民の足となる並行在来線については、しなの鉄道の経営のみでなく、長野以北の並行在来線の開業後の経営問題など、多くの課題が山積しています。県は今までしなの鉄道の経営を安定させるためには、収益性においてドル箱といわれていた「篠ノ井～長野間」の経営権について、ＪＲに対し、しなの鉄道に早期経営権移譲を強く求めてきました。それを6月はじめに、今までの考え方を覆し「篠ノ井～長野間｣の収支試算を、推計をした結果、10億円の損失となると発表しました。余りにも極端な推計結果を見て驚きというより、今まで県と共に進めてきた議会としても唖然とした気持ちであります。

Ｈ１４・１２・４に、長野県とＪＲ東日本とで共同で実施した「長野～篠ノ井間及びその周辺部における旅客流動調査」の結果がまとまり、同時にＪＲ東日本から同区間に係る情報開示があったとして、旅客流動調査や運賃収入等が発表されました。

その調査結果では、長野～篠ノ井間の輸送密度はこの区間だけで、しなの鉄道の３倍以上の輸送密度である。

・　運賃収入は、この区間は９．３キロで１４億８００万円と、しなの鉄道の運賃収入の3分の２近い運賃収入である。

・　1キロ当たり収入では、しなの鉄道の3,400万円に対し、この区間は1億5,200万円と、約4，5倍の収益性がある。との内容でありました。

この報告に基づき、しなの鉄道の黒字化には「篠ノ井～長野間」の経営権の移譲が欠かせないとして、当時の田中知事及び杉野しなの鉄道社長が強力に主張され、議会も同様に関係機関に要請活動をしてきました。確かにその当時「篠ノ井～長野間」の収支データの、収入面ではその他収入が、経費面では人件費・運転費等の欄は空白となっており、営業損益も計上されていませんでした。その理由として、「この区間に限定した算定は困難との理由で、ＪＲから開示されていない」との事でありました。

その後もマイナス要件となる情報は一切なく、Ｈ１５・４・３０のこの調査結果を発表して以来、16年11月に作成された(16～20年度)中期経営計画においても、また１０３億円の公的支援を求める際も、１７年３月から設置された「長野県議会公共交通等調査特別委員会」の委員会審査においても、この間、調査結果に何の疑いもなく、推計による算出も一切ありませんでした。なぜ今になって、10億円の損失であり、「この区間は多額の営業損失を計上していると推計される」と発表したのか。何か狐に詰まれたような感じであります。

そこで、今回の推計した数値としながら発表された「収支の試算」の数値根拠と、その精度について企画部長にお伺いいたします。
１－２

　県議会としても、また議会人の一人として、非公開の数値部分に対し、今まで追及し明らかにしなかったことは、反省と自戒の念で悔しさが一杯であります。19年2月に調査特別委員会による調査報告書の中においても、新幹線建設に伴う並行在来線問題について、14年12月の「旅客流動調査」の結果を踏まえ、「しなの鉄道」及び長野以北の並行在来線の将来は、長野～篠ノ井間を併せて経営するか否かによって、大きく異なるものといえる。と、ここでも大きな期待をもった報告がされ、現在に至っています。

今まで非公開の部分の数値を、しなの鉄道の実績を基に県が推計した数値であるとの事でありますが、これだけ詳細のデータが出せるのに、なぜ今まで、営業損益のデータが算出できなかったのでしょうか。

早くに数値を推計していれば、しなの鉄道の抱える課題の根源が明確になり、経営見通し等の戦略や国への要請の仕方もが違っていたはずであります。これは議会に対する説明不足では済まされない問題であります。改めて、県の明確な考えを示していただきたい。企画部長

１－３
国家プロジェクトである新幹線建設事業の推進に当たって、地方の住民の足である在来線等の地方鉄道については、本来、国の責任においてＪＲに在来線の存続とあわせて、維持管理をさせていくべき課題であると考えます。村井知事がＪＲ東日本と誠意をもって、しかも粘り強く話し合いを進めたことによって、大きく情況の変化が変わってきたことは誰もが認めるところであります。

また、在来線を存続していくＪＲ以外の事業者に対する財源等についても、ＪＲからの貸付料の活用方法など、村井知事は地方の負担軽減に向けた見直しを国に提案するなど、その行政能力と政治力については大いに評価できるものであります。今後とも引き続き積極的に国に強く要請していくべきであり、今後も村井知事の政治的手腕に寄せる期待は大なるものであります。

企画部長の答弁で概ね理解できましたが、今まで「篠ノ井～長野間」の収支の試算推計もしないで、その経営権のみ確保できればよいとして、前県政から見直すこともなく「しなの鉄道」の黒字化の最大要因としてきたことに対し、県民の皆さんと県議会に対し村井知事からも明確なご見解を示していただきたい。併せて今後に向けてのご決意の程をお示しいただきたい。
２　新経済対策について
２－１
　今回発表された数値結果について、今後、更なる検証をし、地域住民の足の確保のため、しなの鉄道及び在来線の存続に向けて知恵をしぼって頂きたい。また、本県の負担が限りなく軽減することを求めながら、公共交通の国の責務に対しましても明らかにさせるべき、村井知事の行政力・政治力を一層発揮していただきたいことを、重ねて期待いたします。
次に、今回上程された新経済対策について質問をいたします。

　　今回の補正予算案は職員のアイデアや意見を尊重して作成されたと、村井知事は会見で述べておられました。県内経済の下支えと総需要の拡大、雇用の維持確保や、環境・健康分野など、今後成長が期待できる分野に先行投資し、将来に向けた新産業の創出を図るとした経済対策の方針は理解できます。しかし、やや急ぎすぎているかなと思われる事業、普段の実態把握が不足していたのではないかと思われる施策も見られます。それら、計画策定にあたっての考え方等について質問します。

一つの例を挙げてみますと、環境ビジネスの創出、「信州まるごと産業フェア」の開催に7,350万円計上されています。県内の環境と健康をキーワードに首都圏在住者や企業等に対し、本県自慢のものづくり産業、農畜産物、観光等をまとめて紹介・販売する産業フェアを開催し、県内産品の魅力を広くアピールし、需要を喚起する事は今後の長野県の産業の発展に向けて歓迎できるものであります。しかし、9月26日・27日とすでに開催日が決定されていることは、この定例会で予算が議決されたとしても、実際に事業の具体的作業に入るのは早くても7月中旬頃と考えられるが、どのような手順で実施されるのか。会場の確保は大丈夫なのか。商工労働部長

　　

２－２

　ものづくり産業と農産物など同時に開催する事業の趣旨は理解できますが、本定例会で予算議決されたあとプロポーザル方式で業者を選定し、その後に出展参加者を募るとされるが、出展企業が順調に決まったとしても準備に1ヶ月か1ヶ月半と非常に短い。しかも、経済不況の中で体力の落ちている企業にとって失敗は許されません。本来であればじっくり企画をし、会社の将来につながるチャンスのイベントにしたいはずであります。県としても当初予算で計上し、余裕を持って多くの企業等に早くから準備をして頂いたうえで、万全を期して参加を頂くことが本事業の目的とするものであり、事業の成功に結びつくものと思うが、再度、商工労働部長にお伺い致します。
また、今回の長野県新経済対策は国の「地域活性化・経済危機対策臨時交付金」を、主とした財源としているものでありますが、「信州まるごとフェア」事業を単年度で終了とするのか。来年度以降はどうするのか。

一方、今回の事業は拙速の感は否めませんが、ものづくり産業と農産物及び観光などと同時開催のアイデアは評価できるものです。そこで本県は他県と違って東京に常設のアンテナショップもありません。それらに掛ける経費を考えれば、本県のあらゆる産業を一同に紹介できる「信州まるごと産業フェア」によって、新規開拓につなげるためにも、毎年行っても効果はあると思われるが、いずれも商工労働部長にお伺いいたします。

２－３　

緊急経済対策に値する事業は、時に緊急がゆえに短期間の中で効果が即出るよう、むしろ事業を急ぐことは必要であると考えます。しかし、緊急経済対策と異なり新経済対策となれば、事業規模７００億円を目標に掲げ、今後成長が期待される分野に対し先行的に投資をすることにより、将来を視野に入れた新しい産業の創出を図ると、知事は提案説明においても触れておられましたが、今後の本県の経済の活性化や企業活動に弾みをつけるためには、この新経済対策は「長野県基本計画の議決等に関する条例」に該当しないまでも、中期総合計画等と整合性を図りながら策定させるべきと考えます。しかし、これらの事業は些か拙速すぎる感が否めません。

地方分権が求められている二元代表制のもとで、議会も長野県経済産業の発展は、県と共に責任ある立場であります。優秀な職員の企画力と調査活動に基づく議員の考えなどと、執行側と議会側と建設的な議論を活発に交換し、そのうえで県民のための施策をまとめ上げる工夫が、今まで以上に必要ではないかと考えます。村井知事は新経済対策大綱策定において、十分議論が尽くされたとお考えか、ご見解をお伺いいたします。
３　特別支援学校の施設整備のあり方について
３－１
　経済対策は緊急性と将来性との見極めを明確にし、企業の実態と求められているニーズを的確に判断し、貴重な財源を有効に活用されるよう指摘いたしておきます。
議会と理事者との関係は、本会議場だけが議論の場ではありません。二元代表制のもとでは院外においても、県民のための施策づくりに向けて、積極的な意見交換をし施策をまとめる工夫が必要であることを重ねて指摘しておきます。

続いて、特別支援学校の施設整備のあり方について質問いたします。
　障害者の自立支援対策の推進、障害者施設の改修等の予算が計上されています。特別支援学校の再編整備としての事業予算は、従来計画されていた長野地区の再編整備計画に基づくものであり、計画の前倒しは一応理解できるものであります。しかし、他の養護学校など既存施設の調査をし、現状を把握されたうえで予算の編成がされたのか疑問であります。

　やはり例を挙げてみれば、小諸養護学校では建設当初100人程度を想定して建設されていましたが、現在209人が通学しています。もちろん、プレハブの校舎を増築して急場をしのいでいる現状であります。先日障害を持つ生徒の親の会の皆さんと懇談する機会があり、小諸養護学校の施設の不備等お聞きし調査をしてみました。ここで上げ始めれば切がないほど不備の箇所がありました。高等部の皆さんの教室はプレハブ校舎であり、空調のコントロールはまことに悪い。重度障害者の教室は今年、生徒が増加した関係で教室を移動されたが、そこには空調設備はありません。この子どもたちは自分で体温の調節ができないため、この夏どうしたらよいか迷っておられました。100人程度用の厨房・給食室は約倍の生徒が利用するため、厨房室では作る量も限界を超えており、給食室はすし詰めの状態で、教師の皆さんは給食を受けることができないばかりか、家から持ってきた弁当を給食室で食べることすらできません。これらはほんの一例であります。

本当に全県の養護学校を把握したうえで整備計画を立て、その上で予算配分をされているのか。
また、学校施設が不足するに至るほど障害児童・生徒が増加している要因についてどのように考えておられるか。また、今後の対応についてどのようにお考えなのか。教育長にお伺いいたします。

３－２　

教育長の答弁にもありましたが「必ずしも良好な教育環境とはいえない実態」と課題認識されていますが、この情況は今年度急に増加したということではありません。今後の対応にしても答弁をお聞きする限り、整備計画は乏しいものであります。養護学校の児童・生徒や親からは、苦情要望が届きにくい面があります。もっと、現地を確認されしっかりした対応が望まれます。

　

さらに、小諸養護学校では来年生徒数が更に20人ほど増加が予測されております。本当に教室の余裕は一つもない情況であり、仮にまたプレハブ校舎を増築するとしても、教室の設置が予定される場所は、現在の遊具施設のある場所しかありません。地形的にも一段高くなっており、校舎棟の教室と教室間など生徒や教師の動線からしても、教室にするのは不適切な場所といえます。
また、現在でも過密情況で教員数は少ないところを20人ほどの生徒が入学してきた場合、専門的知識のある教員をどのように確保し、配置される計画なのか。生徒数の増加が見込まれている小諸養護学校の施設整備及び教員態勢をどのように考えているのか、お伺いいたします。
障害のある児童・生徒等が増加している要因が不明確では、その対策が打てないのではないでしょうか。確かに個人情報や判定の基準等難しい課題もあると思いますが、生徒が増加している要因を的確に把握し、その要因に基づいて特別支援学校のあり方を根本的に見直していくべきと考えます。そのうえで障害の程度に応じた教育ができる環境となる施設整備の進め方が、今、求められていると考えます。やはり早急に原因究明に努力するべきことを指摘しておきます。

小諸養護学校の増築が困難な状況だからといっても、現況を放置することはできません。そこで、佐久地区の高校再編の構想・仕組み等が決定した現在、臼田高校の校地を利用して、高等部・分教室を設置するという地元からの提案は、ある程度解消にむすびつくことになると考えられますが、検討するお考えがあるか、それぞれ教育長にお伺い致します。

３－３　
県有施設の耐震化の前倒しも必要でありましょう。しかし、耐震改修工事と匹敵するような施設整備が必要とされている県有施設、とりわけ改善を求める声が上がりにくい、このような養護学校や関連施設の現状把握を、もっときめ細やかに行い、事前に把握ができて要ればこそ、今回のように臨時交付金など国の補正予算が、国会で成立された場合、速やかに整備が必要とされる施設への予算配分等の対応できるものと考えます。改めて、臨時交付金の活用をもって、小諸養護学校等の対応が可能であるか、教育長にお伺い致します。

県教育委員会として、高等学校再編計画に併せて　養護学校や高等学校における特別支援教育についても、障害者に優しい学びの場の推進をしていくための将来計画の作成が必要であると考えます。県全体の整備計画のお考えはあるのか。あるとすればどの様なスケジュールで計画を策定するお考えか。養護学校や特別支援教育についての将来ビジョンについて、矢崎教育委員長に、この際お伺いしておきます
４　菅平薬草栽培試験地の有効活用について

　　　　　　　　　　

６：００

予算編成にあたっては、常に日頃の現状把握に努め、その現状認識の精度と蓄積された正しい認識とデータに基づいて実施されますことを強く指摘しておきます。
次に、菅平薬草栽培試験地の有効活用について質問いたします。

４－１
荒廃していた「菅平薬草栽培試験地」に対し、管理人の設置を復活し、休眠施設の生きた運用を図るべきとして、知事就任直後の定例会で「菅平薬草栽培試験地」の活用方法について、村井知事に一般質問をしました。質問の趣旨をご理解頂き村井知事により、予算の復活を得ることができました。昨年１１月に丁度２年を経過したその現場の調査をしました。管理人は復活設置されているものの、少ない予算の中では十分な手入れをすることできない情況でしたが、薬事関係団体の皆さんのご協力や、薬事課の職員自らによって種苗の植え付けや手入れを実施されていることにより、２年前に比べて大分整備されており感動をいたしたところであります。
２月の緊急経済対策においても３９０万円余の臨時賃金が計上され、懸案であったクマ笹などの刈り取り作業も行われ、また、手入れを加えなければならなかったログハウスの塗装など、本年度予算においてもご配慮いただいていますことは、関係者にとりましても大いに勇気付けられるものであります。

周辺一帯は、薬草ゆかりの地でもあり、全体面積約10ｈａの広大な敷地には未整備地も未だ多く、更なる整備が望まれているところです。以前に提案した「薬草の里づくり支援事業」「などについて、当時の衛生部長は「県民に親しまれる薬草園として有効活用ができるか検討してまいりたい」と答弁されました。また知事は「こういった生業に関わる方々のお力を借りるのも一つの方法だ」「所在が上田市になっているので、上田市ともよく相談をさせていただく」とお答えになられていました。それらについて、どのように検討され、その検討結果はどうなっているのか。衛生部長にお伺いいたします。

４－２

管理者を置き最低限度の維持と整備はしておられるが、残念ながら有効活用に向けての検討は具体的になされていなかったと受け止めざるを得ません。以前に提案したことが実現に至っていないことは、この菅平薬草栽培試験地の活用など将来構想が定まっていないことに原因があると考えます。このままでは、高冷地に適した薬草の栽培試験など、快適な環境空間づくりに向けての有効活用はできないと考えます。

そこで、本県の財政が厳しい今だからこそ、民間の知恵と力をお借りし、農商工連携による施策を展開させていくべきと考えます。
1 菅平薬草栽培試験地は寄付された内山まついさんから「生薬に関する研究等に利用」を目的にとされています。県において整備及び活用が困難とするならば、内山さんの意思を尊重するためにも、民間で利活用を希望される企業に薬草の実践農場として、また以前にもご提案いたしましたが、生薬の研究はもとより、自然環境の中で散策しながら薬草の知識を深めていただくなど、「観る・学ぶ・試す・実践する・楽しむ」ことにより、県民の健康を考える拠点のひとつとして、複合機能を持つ「薬草の里づくり事業」として利活用いただくなど、積極的に民間の知恵と力を取り入れていくべきと思うがいかがでしょうか。衛生部長にお伺いいたします。
2 民間企業による栽培研究や実践農場に加え、ハーブ園など薬草栽培体験と薬膳料理体験などにより、体験型観光の推進も図れるものと考えます。丁度近くには「平塚らいちょうの家」や四阿山（あずまやさん）の散策コースの登り口でもあり、菅平高原や上田・須坂など周辺観光に結びつくものでもあります。観光部としてのお考えはいかがか。観光部長にお伺いいたします。
3 この試験地の見直しにより、「県民健康長寿宣言」をした本県に相応しい「健康立県」の実現のためにも、民間の多岐にわたるノウハウを活用し施設・運営・維持管理など工夫しながら自立化をめざし、複合機能を持つ薬草栽培試験地の整備と、周辺地域の活性化をめざすべきと思います。この菅平薬草栽培試験地について、民間の知恵と力をお借りする考えがおありか。また、将来構想をどのようにお考えか、知事のご所見を伺いいたします。

４－３
　菅平薬草栽培試験地を寄附していただいた内山さんの意思を尊重し、本来の「生薬に関する研究等に利用」のために、有効活用されるよう、更なる推進が望まれています。そのためにも、この試験地の将来構想を明確にし、行政が不得手の分野を、得意とする民間の専門的な知恵と実践力を大いに活用するべきことを重ねて指摘しておきます。

また現在、長野県農業会議で進めようとされている薬草栽培と連携させ、本県の遊休農地の活用のために、薬草栽培試験地で得られた「種苗とノウハウ」の活用も可能であると思います。農商工連携や部局横断での施策推進を期待し質問を終わります。
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